
お 知 ら せ 
本市において、農地を貸し借りする際の賃借料について、農地法第５２条に基づき、農家

の皆様へ情報を提供いたします。 

この情報はあくまでも「目安」であり、賃借料は、当事者間で十分協議の上、決めてくだ

さい。 

令和７年１月から令和７年１２月までに公告された賃貸借における賃借料水準（１０アー

ル当たり）は、以下のとおりです。 

令和８年多賀城市農地の賃借料情報  

田 の 部（水稲） 対象筆数：４４０筆 

区  分 賃 借 料 備  考 

市内全域 
５，５００円／１０ａ 

（物納の場合：玄米３０㎏） 

 

畑 の 部（普通畑） 対象筆数：３筆 

区  分 賃 借 料 備  考 

市内全域 ５，０００円／１０ａ 露地野菜 

 

 

その他ご不明な点がございましたら、農業委員会委員または農業委員会事務局 

（TEL：０２２－３６８－４２２２）へお問い合わせ願います。 

多賀城市農業委員会  

令和８年３月  


